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〔ニホンジカ〕特定計画の実施状況と評価・課題

(拡大)

生息分布域の変化

H8

H22

【目標生息密度】

県内分布の全域において ３頭以下／km2 とする。

【狩猟規制緩和】
①狩猟期間を４．５カ月とする（毎年11月１日～翌３月15日）
②１人１日あたりの捕獲頭数をオス、メスに関わらず無制限とする
③輪の直径が12ｃｍを超えるくくりわなによる捕獲を可能とする
④特例休猟区の制度を活用し、狩猟を可能とする

第4期特定計画

1期：H12.4.1～H15.3.31 2期：H15.4.1～H19.3.1 3期：H19.4.1～H24.3.31 4期 H24.4.1～H29.3.31

限られたデータに基づく
生息密度分布をもとに管
理区分(地域個体群を基
本に4つの管理区分を設
定)を変更した。

生息密度分布図：近藤洋史（森
林総合研究所九州支所）作成



①特定鳥獣保護管理計画（第3次）により規制緩和

を行った結果、捕獲数は年々増加し生息頭数は減

少した。

②しかし、適正生息密度までは達成しておらず、生

息密度の高い地域からの移住によると思われる、

生息分布域の拡大が続いている。

③第4次計画においても、規制緩和を継続すると共に

捕獲報償金等により捕獲圧を高め目標生息密度

の早期達成を目指している。
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特定計画の実施状況 評価 課題

○狩猟者の減少と高齢化に
よる捕獲圧の低下
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狩猟者の年齢構成(猟具別：H23.4)

①生息密度調査が明らかに不十分であり
精度・頻度を高めることが喫緊の課題

・5年に1回の密度調査地点が固定的で生息分布域の
変化に対応していない

・国有林、自衛隊演習地、離農牧野等も調査対象と
したいが予算上の制約あり

②県境域での捕獲圧の強化

・県境を越えた移動に対応していない

・九州シカ広域一斉捕獲と関連して実施
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シカの捕獲強化に向けた取組と効果

密度マップ等情報の見える化による取組（１）

ハンターからのシカ捕獲頭数情報(平成２３年度)を、ハン
ターマップのメッシュ毎に図示した。
色が濃いほど捕獲頭数が多いことを示している。
さらに、今後の捕獲に活用できないか検討した。

頭
捕獲頭数マップの活用

・捕獲頭数無制限
・猟期の拡大
・特定休猟区の設置

捕獲報償
金拡充

捕獲頭数
過去最高

※捕獲報償金
① 単 価：Ｈ10年度～(途中改訂)現在 単価：１０，０００円(猟期外)

５，０００円(猟期)
② 予算額：Ｈ２５年度 ６９，６００千円



シカの捕獲強化に向けた取組と効果

密度マップ等情報の見える化（２）

シカ捕獲頭数(H23)とシカ生息密度マップ(H22) 【捕獲データの活用】
①狩猟及び有害捕獲の捕獲頭数をメッシュ区分毎
に整理（捕獲位置情報）。(前頁参照)

②捕獲位置情報と生息密度マップをマッチング。
（見える化の推進）

①生息密度と生息範囲

②生息密度と捕獲圧の強弱
生息密度が高い地域で、捕獲が進んでいない
所が明確になった。

①生息範囲情報の共有
→農林業における適切な被害防止対策の実施

②詳細な生息及び捕獲情報の共有
→効果的な捕獲対策

近藤洋史（森林総合研究所九州
支所）作成

方 法

見えてきたもの

マップ化で期待される効果

①捕獲報告書(狩猟)の電子化の推進
②メッシュ報告の全県からの収集

具体的要望



〔イノシシ〕特定計画の実施状況と評価・課題

1期 H15.4.1～H19.3.31

2期 H19.4.1～H24.3.31

3期：H24.4.1～H29.3.31

【目 標】
被害額：８千万円以下

（H23年度：17千万円)

【狩猟規制緩和】
①狩猟期間を4.5カ月とする
(毎年11月1日～翌3月15日)
②輪の直径が12cmを超える
くくりわなによる捕獲を可能
とする
③特例休猟区の制度を活用
し、狩猟を可能とする

【捕獲計画】
①被害が発生した場所、もしくは
非常にその場所に近い地域で捕獲
を行うことを徹底する。
②イノシシによる被害状況や捕獲
位置など情報を収集すると共に分
析し、効果的な捕獲を推進する。

特定計画の概要

■実施体制
○被害対策本部の設置
(H23.8.1～)

・現地対策本部
・市町村地域対策協議会
・隣接県との連携

実施状況 評価

課題

生息分布域図(H23)
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◆被害額：横ばい
◆捕獲頭数：

2万頭前後で推移

◆ハンターの減少と高齢化
◆全被害集落への指導
◆精度の高い被害推定方法

☆集落環境対策
・県内の被害集落は約1,800
・戦う集落づくりを推進
・被害｢０｣のモデル集落設置(41)
・全被害集落に啓発ポスター配布

☆捕獲対策
・捕獲報償金制度
・県内一斉捕獲(年3回)等の実施
・ワナ猟の普及（新規免許を取得
し易い環境づくり）
・若いハンターの育成確保

☆獣肉利活用対策
・大分狩猟肉文化振興協議会の
設立(H25.1)
・県内及び首都圏での販売促進
・加工処理技術の向上研修



・林家へのシカ分布状況の周知が
不十分
・振興局(地方事務所)で園芸担当、
畜産担当と林務担当との情報共有
・自衛隊演習場
・希少植物・自然保護担当部局との
情報共有

自然環境部局と農林部局との連携

農林水産部
森との共生推進室

◆鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
（狩猟・鳥獣保護・有害鳥獣対策等）

◆鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のため
の特別措置に関する法律

生活環境部
生活環境企画課

◆特定外来生物による生態系等に係る被害の防
止に関する法律

•鳥獣害対策本部
•本部長；副知事
•副本部長；農林水産部長

◆構成：関係部審議監、局長、猟友会、農協、関係団体等

関係市町、九州農政局、森林管理署

◆役割

①被害防止対策の推進

②捕獲対策の推進

③情報の収集、提供等

連携

課題



特措法による実施隊

公的捕獲のあり方（１）

１ 現状と課題

・狩猟者の減少と高齢化
・有害捕獲班の編成に障害
・休日対応が中心
・捕獲活動が低下のおそれ

３ 具体例

２ 設置状況

４ 問題点

特措法により県内１７市町
で「実施隊」を設置

＜T市実施隊の概要＞

●実施隊構成 市町村職員３名＋猟友会９名 計１２名

●主な活動 追い払い：サル、捕獲：サル、イノシシ、シカ
H24計画 追い払い日数 137日 捕獲日数30日等

●資格 銃猟者９名、わな２名

●活動期間 ６ヶ月（10月１日～３月３１日）

●活動の財源 鳥獣被害防止総合対策交付金 ＋ 市費

●緊急対応策

隊員の携帯電話番号を広報により市民へ周知。
直接市民からの出動要望に対応できるようになり、評価
を受けている。
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17 135 12 0 147 20 31 3 3

(単位：人）

●狩猟免許を持たない構成員の存在
・特に市町村職員

●民間隊員の人選
・一部の猟友会員を選出すると、他の会員から不公平と
の意見がでる
（狩猟税の一部免除、給与、優越性等）

・出動命令を出すと、実施隊ではない仲間が必ず同行す
る。仲間の給与面等の扱いが難しい。

・不公平感を無くすため、駆除班員全員を実施隊員とす
るよう要望があがり、市町が対応できない。



広域連携（県下一斉捕獲の実施）

公的捕獲のあり方（２）

１ 目 的

有害鳥獣に対する捕獲圧を高める
ため、市町村や猟友会の協力を得
て、県下一斉にイノシシやシカの
捕獲を行い、有害獣による農林被
害を軽減することを目的とする。

２ 実施状況

３ 実施結果

(1)捕獲頭数

秋期(1日) 春期(1日) 合計

イノシシ シカ 計 イノシシ シカ 計 イノシシ シカ 計

H23 64 164 228 78 159 237 142 323 465

H24 170 185 355 79 141 220 249 326 575

(2)出猟者数

※
H24年度秋期は2回実施

秋期 春期 合計

H23 951 912 1,863

H24 1,565 893 2,458

４ 報道記事

※大分合同新聞H23.10.17

※H24年度秋期は2回実施

出猟式

被害を受けていない姫島村を除く
17市町で実施



九州脊梁山地シカ広域一斉捕獲
（大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島）

対象：シカ

広域連携（九州シカ広域一斉捕獲）

三県合同一斉捕獲
（大分県・福岡県・熊本県）
対象：シカ、イノシシ

吸収

拡充 福岡県参加

公的捕獲のあり方（３）

○H25年度実施日
・秋期3日
9月15,22,29日の日曜日

・春期2日
3月23,30日の日曜日近藤洋史（森林総合研究所九州

支所）作成

①目的：県境を越えて分布するシカを、各県および九
州森林管理局が連携して捕獲を実施する。

②重点区域
県境域の多くを占め、日頃有害捕獲が進まな
い県境域の国有林。

福岡県 36 頭

熊本県 108 頭

宮崎県 93 頭

鹿児島県 46 頭

大分県 228 頭

合計 511 頭

H24秋期(3日間)の
捕獲実績

九州シカ広域一斉捕獲
（県境の耶馬日田英彦山系・九州脊梁山地周辺）
（福岡県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島）

平成２４年度に大分県の
呼びかけにより従来の合
同捕獲を統一。

③今後の課題
国有林の体制整備は進んだが、メッシュ単位での捕獲情
報の報告を実施していない県があり、捕獲位置情報を得
ることができなかった。



鳥獣保護事業全般についての意見

①鳥獣保護区の特例化制度の新設

趣旨：特例休猟区の保護区版の創設
内容：・保護区に指定されているから被害が大きいので、保護区を廃止あるいは

縮小して欲しいとの声が多いが、問題となっているのは特定鳥獣でり、
保護区の存在そのものではない。

・有害捕獲だけでは捕獲圧が弱く、狩猟においても捕獲することで、特定
鳥獣の個体数を減少させることができる。

・特定計画を策定している地域では、保護区内でも特定鳥獣を狩猟で捕獲
できるようにする。



鳥獣被害現地対策本部選定の重点地区取組状況(H23)

成果（H23)

・捕獲対策として、新規に狩猟免許を取得したり狩猟を再開する
などの動きが出ており、捕獲成果も上がり始めている
・平成23年度指定(17地区)では、12地区が被害ゼロを達成
・4地区がイノシシ柵にネットを使用してシカに対応できる柵に
独自に改良した
・県内の他地区の先進地学習の場となっている

重点地区位置図 （H2５.３.２７現在）

平成２３年度指定： ①～⑰ １７か所
平成２４年度指定： 　 ２４か所
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参考

被害ゼロを目指した戦う集落づくりのモデルとして重
点地区を設置


